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家政学原論・家庭経営・家庭経済・家族関係

ファミリー・サポート・センターの活動に関する研究

野城尚代（日本女大）

【目的】職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的に、1995年に育児・介護休業法
が制定されている。法律の制定の他に労働省を主導として、様々な両立支援事業が行われ
ている。本研究では、両立支援事業のなかの、ファミリー・サポート・センターについてている。本研究では、両立支援事業のなかの、ファミリー・サポート・センターについて
事例研究を行う。ファミリー・サポート・センターが、①職業生活と家庭生活の両立を支
援するという側面に加えて、②地域における新しいネットワーク作りの効果はあるのか、
③女既の就業機会を創出しているのか、を視靴こして考察する。
【方法】 まず、

セ ンター

ンタ ー

と財団法人婦人少年協会の資料から、ファミリー･サポート・
ついて把握する。次に、特徴的なファミリー・サポート・セ

うとともにアドバイザーなどの関係者へのヒアリング

調査を行う。各地域での取り組 みについて、地域的な背景を考慮しながら、ファミリー・

サポート・センターの効果と問題点を考察する。
【結果】ファミリー・サポート・センターは1994年度に事業化され、1998年度は44市で展
開される。育児の援助を行う提供会員（協力会員）と育児の援助を受ける依頼会員（利用
会員）による祖 互援助活動である。具体的には、保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の援助、

子どもが病気の時の援助等である。保育所の補完という意味も含めて両立を支援している
ことが確認でき、地域によっては新しいネットワーク作りの効果 もみられた。依頼会員の
就業機会を広げている一方で、提供会員は、ワーカーズ・コレクティブの介護・育児サー
ビスの運営の方法と類似しているが、就業ではなく有償ボランティアの位置にある。

lGa-5 「地域型相互扶助事業」の経営に関する研究

奈良女子大人間文化研究科　小柳宜子

目的）「地域型相互扶助事業」の組織体制がいかに独自性のある在宅福祉サービス提供へ
と結びついているかを明らかにする。

方法）r地域型相互扶助事業」Ａ団体の経営システムの調査・分析

①Ａ団体組織体制、②組織の問題処理システム、③ネットワーク状況、④社会的資源循環

システム（社会的資源を「施設資源」、「人的資源」、「情報資源」、「経済的資源」に分類）

結果)   A 団体の組織体制は地域住民が主体性を持ち生活課題に積極的に取り組む体制を整

えるため、とくにケア・ワーカーのサービス提供時に受け手と資源交換する相互作用が重

要視されている。さらに行政、福祉施設、研究者などとの間に生活課題処理のためのネッ

トワークがあり、個別性のある複雑な生活課題に時間的、経済的に的確に対処できるシス

テム作りが行われていた。つまり、これらの活動はサービス提供という側面から地域住民

の個別生活経営システムの中にも深く関わる。その際、サービスの提供者自身の将来的な

要介護・要介助の状態などを考慮に入れた生活問題に対する解決の「場」として 「地域

型相互扶助事業」の長期経営を重要視する側面は有効である。それらの地域資源のインプ

ットからアウトプットまで関与するケア・ワーカーの個別性・積極性は「地域型相互扶助

事業」の特徴の一つであり、地域資源の活性化にとって不可欠であり「地域型相互扶助事

業」の独自性となるであろう「地域性」を付与するものである。
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